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滋賀県内水面漁業振興計画（第３期）の策定について 

 
１ 計画の概要 

（１）「内水面漁業の振興に関する法律」（平成26年法律第103号）に基づく県計画であり、

国の基本方針に即して定めるもの。 

（２）本計画の対象となる「内水面」とは琵琶湖を含めた湖沼、河川等を指し、県内水産業に

かかる水産資源の回復・養殖、漁場環境の再生、内水面漁業の健全な発展、その他内

水面漁業の振興を図るもの。 

 

２ 策定の考え方 
（１）水産関係者や河川管理者等の意見も踏まえ、顕在化した課題への対応や、現在、改定

作業中の上位計画である「滋賀県農業・水産業基本計画」等との整合を図った計画とする。 

（２）計画期間は、「滋賀県農業・水産業基本計画」に合わせ、令和８年度～令和12年度。 

 

３ 環境・農水常任委員会（令和7年12月12日）で出た意見の反映 
（１）魚の産卵場所としてのヤナギの根の重要性を追記。 

（２）目指す2035年の姿の文言から「少数でも」を削除。 

 

４ 県民政策コメントの結果 

（１）令和7年12月18日から令和8年1月19日にかけて、滋賀県民政策コメント制度に関する

要綱に基づき、「滋賀県内水面漁業振興計画（第３期）（原案）」について意見募集を実施。 

(2)「別紙」のとおり、3者（団体を含む）から18件の意見・情報が寄せられた。 

【提出された意見・情報の内訳】 

項目 個人 団体 

Ⅰ １ 計画策定の趣旨 1 件  

Ⅳ １ 水産資源の回復・養殖に関する事項  ２件 １件 

  ２ 漁場環境の再生に関する事項   ６件  

  ３ 内水面漁業の健全な発展に関する事項  １件 ２件 

  ４ その他内水面漁業の振興に関する重要事項  １件  

  ５ 令和 12 年度の目標とする指標  ３件  

資料 １件  

計 15 件 ３件 

 

５ 策定スケジュール 

令和７年 10 月  計画素案の説明 

     12 月  計画原案の説明 

12 月～令和８年１月  意見募集（パブコメ）実施 

 ３月  意見募集結果および計画案の報告 

３月末 計画策定・公表 

 
 

琵 琶 湖 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 
令 和 ８ 年 ( 2 0 2 6 年 ) ３ 月 ２ 日 
農 政 水 産 部 水 産 課 
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寄せられた意見・情報とそれらに対する県の考え方 

取りまとめに当たり、提出された意見・情報は、その趣旨を損なわない範囲で内容を要約
したものとなっています。 

【提出された意見・情報の内訳】 

No. 行 意見・情報（要約） 意見・情報に関する県の考え方 

Ⅰ はじめに 

 １ 計画策定の趣旨 

１ ４３ 

（P１） 

滋賀県基本構想と本計画に関連

する各計画群の実施期間（時系

列明示）と関連性が分かる図を提

示してはどうか。 

本計画は滋賀県基本構想を最上位

に、農業・水産業基本計画を上位計

画とする階層的な計画体系の中に

位置づけられており、関連する計画

は多岐にわたります。それぞれの計

画は、本計画の期間中に実施期間

や内容の改訂が行われる可能性が

あるため、計画中に関連性が判る図

の掲載は見送らせていただきます

が、ご提案の趣旨を踏まえ、今後、ホ

ームページ等で判りやすい表現とな

るよう検討してまいります。 

Ⅳ 滋賀県内水面業の振興に関する計画 

１ 水産資源の回復・養殖に関する事項 

  （１）琵琶湖漁業 

２ ２３５ 

（P10） 

セタシジミの資源回復対策の具

体策として、湖底と瀬田川の耕

耘、瀬田川の水質管理について

も追記してはどうか。 

本県では、セタシジミの長年にわた

る資源低迷に対応するため、瀬田川

を含めた琵琶湖での資源管理や湖

底耕耘・水草除去等の生息環境改

善、種苗放流による資源添加といっ

た取組を実施しております。 

ご指摘の項目では、これらの総合的

かつ広範な取組を示しているもので

あることから、原案のとおりとしま

す。 

３ ２３８ 

（P10） 

栽培漁業センターは建設後40年

近く経過しており、計画中に記載

されている「老朽化対策を検討す

る」段階は過ぎており、早急に対

策を施さなければならない時期に

来ているので、「検討する」ではな

く、「実施する」としていただきた

い。 

栽培漁業センターは、本県の栽培漁

業の在り方と密接に関係することか

ら、栽培漁業の今後の在り方と併

せ、優先順位、実施時期、財源確保

等を総合的に検討する必要があると

考えており、本計画では、原案のと

おりとします。 

別 紙 
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No. 行 意見・情報（要約） 意見・情報に関する県の考え方 

  （６）特定外来生物やカワウによる被害の防止 

４ 300 

（P13） 

瀬田川は国の管理であるが、滋

賀県の事業でチャネルキャットフ

ィッシュを駆除するという理解で

よいか。また、より具体的に重大

な事態として記載した方がよいの

ではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

チャネルキャットフィッシュの駆除事

業は、現時点においては、漁業被害

の未然防止の観点から、県の事業と

して実施しているものです。本種が

琵琶湖へ生息域を拡大した場合に

は甚大な漁業被害が懸念されること

から、ご意見を踏まえて以下のとお

り修正します。 

【原案】チャネルキャットフィッシュに

ついては、琵琶湖への生息域拡大の

懸念が高まっていることから、瀬田

川を中心に徹底的な防除を実施す

る。 

【修正後】繁殖力が強く、個体数の急

速な増加が懸念されるチャネルキャ

ットフィッシュについては、琵琶湖へ

の生息域拡大の懸念が高まってい

ることから、瀬田川を中心に徹底的

な防除を実施する。 

２ 漁場環境の再生に関する事項 

  （１）漁場環境の再生 

５ ３１７ 

（P13） 

琵琶湖と南湖から連続する瀬田

川は国の管理で県の水質管理・

水草刈り取りに制限があるので

はないか。そこで、「南湖の漁場

再生」を「南湖と瀬田川の漁場再

生」と修正してはどうか。 

本県では、水産資源の生息環境の

改善を目的に、南湖に連続する瀬田

川でも水草除去等の取組を実施し

ていることから、ご意見を踏まえて以

下のとおり修正します。 

【原案】 

「在来魚の回復の兆しが見られてい

る南湖の漁場再生をより確実なもの

とするため、」 

【修正後】 

「在来魚の回復の兆しが見られてい

る南湖および接続している瀬田川の

漁場再生をより確実なものとするた

め、」 
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No. 行 意見・情報（概要） 意見・情報に関する県の考え方 

６ ３１９ 

（P14） 

魚類の放流については、長期的

には魚類群集に悪影響をもたら

すという研究成果が出ており、記

述されている「環境保全を目的と

した在来魚の放流」は、その効果

が不明瞭であり、必然性も少ない

ことから、中止すべきであると考

えます。 

水産試験場の研究により、水草を摂

食するワタカの放流は、水草対策に

有効であると考えられることから、原

案のとおりとします。 

なお、放流にあたっては、対象種の

みならず、他の水産動物に対する影

響にも配慮しながら、水産資源の保

全に努めてまいります。 

７ 320 

322 

（P14） 

「水ヨシ帯の機能の回復・保全」と

「有用なヤナギ等の保全」につい

て、ネイチャーポジティブの観点

から324行目と同様に「保全およ

び再生」とすることを提案いたし

ます。 

水ヨシ帯については、ヨシ帯の造成

により、その機能を回復させたうえ

で保全を図ってまいります。 

また、造成ヨシ帯に自生したヤナギ

等は、時間の経過に伴う陸地化や日

照阻害を招き、ヨシの成育を妨げる

懸念があります。そのため、産卵に

有用なヤナギ等は保全に努める一

方で、人為的な植栽は行っていない

ことから、原案のとおりとします。 

８ ３３７ 

（P14） 

魚類の生息環境保全手法として

の「土砂の有効活用」とはどのよ

うなことか、わかりにくいので具体

例をあげてください。ダムによる

土砂の堰き止めで産卵場所が減

少した河川への土砂還元などを

実施予定されているのかと想像

いたします。 

産卵場所が減少した河川への土砂

還元も一例として考えられます。し

かし、魚類の生息環境改善手法に

は、様々な方法が考えられるととも

に、流域の安全性の確保との両立が

求められます。このため、治水・利

水・環境保全にかかる関係法令を踏

まえながら、科学的根拠に基づいて

個々の状況に応じた取組を進める

必要があることから、原案のとおりと

します。 

９ ３４０ 

（P14） 

現行計画の「効果的な魚道の整

備や維持管理」という、魚道に限

定した文言がなくなったことは改

善と思います。ただし、良い計画

には具体的であることが必須で

すので、「不要な障害物の撤去

や、効果の薄い魚道の改修など、

河川の維持管理に努める」と加筆

することを提案いたします。 

本県では、在来魚の遡上・降下を容

易にするため、落差工への魚道設置

や魚道に堆積した土砂の撤去といっ

た取組を実施しております。 

ご指摘の項目では、これらの施策を

総合的・段階的に推進するための取

組を示したものであることから、原案

のとおりとします。 
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No. 行 意見・情報（概要） 意見・情報に関する県の考え方 

  （３）自然との共生および環境との調和に配慮した河川整備の推進 

10 ３４4 

（P15） 

国が管理する瀬田川洗堰の開閉

など国が管理する行為には県の

内水面漁業からの協議・連携が

今後、重要になるのではないか。

その旨、追記してはどうか。 

瀬田川洗堰操作規則に基づいて運

用されていますが、既に水産業の観

点も踏まえて国との意見交換等に取

り組んでいるところであり、引き続

き、連携を進めていくことから、原案

のとおりとします。なお、本計画は法

に基づき、河川管理者である国との

協議を行ったうえで策定することと

しています。 

 ３ 内水面漁業の健全な発展に関する事項 

  （３）湖魚の消費拡大の取組等の支援 

11 391 

（P17） 

湖魚の消費拡大に対しては漫然

としたPRでは今までと同様に効

果は上がらないと思われる。ター

ゲットを明確にして、行うべきであ

る。 

湖魚の消費拡大に向け、湖魚の魚

種、産地・旬といった特徴を踏まえた

上で、具体的なターゲット層を設定

し、各層に適切な訴求を展開してま

いります。 

１２ ３９1 

（P17） 

水産物だけでなく「琵琶湖」をブラ

ンドとして広く価値を高めたうえ

で「琵琶湖ブランド」として滋賀県

産品をアピールできるようにすべ

きである。 

 

 

 

 

ご意見を踏まえ、今後の施策を進め

るうえで参考といたします。 

  （４）本県漁業に対する理解と関心の増進 

１３ ４１7 

（P18） 

条文中から「地域での放流体験

活動の開催」を削除することを強

く要望。 

現在では放流が魚類個体群集に

悪影響を与えるということが指摘

されています。また、外来種対策、

地域ごとの生物の遺伝的多様性

の保護の点からも生物を野外に

放つことは厳しく制限されていま

す。特に子供に対して「生物を野

に放つことは良いことである」と誤

解されやすい体験はさせるべきで

はありません。 

ここでの「放流体験活動」とは、漁業

法に定める第5種共同漁業権に義

務付けられた増殖事業に併せて取り

組む活動を想定しているものです。

加えて、河川漁業の役割や制度、河

川環境について、県民、特に次世代

を担う子ども達に理解してもらう効

果を期待するものであることから、

原案のとおりとします。 

なお、活動の実施にあたっては、参

加者に対して、生物のむやみな放流

がもたらす危険性などについて啓発

するよう努めてまいります。 
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No. 行 意見・情報（概要） 意見・情報に関する県の考え方 

 ４ その他内水面漁業の振興に関する重要事項 

  （１）試験研究および学びに資する施設の機能強化 

１４ ４２3 

（P18） 

試験研究および学びに資する施

設の機能強化の対象施設に琵琶

湖環境科学研究センターを加え

てはどうか。 

当該項目では、産業としての内水面

漁業の振興を担う試験研究機関の

機能強化について記述するもので

す。一方、琵琶湖環境科学研究セン

ターは琵琶湖と滋賀の環境に関する

課題の解決を目的とした機関である

ことから、原案のとおりとします。 

なお、琵琶湖環境科学研究センター

とは、琵琶湖の漁場生産力の評価と

回復や気候変動（温暖化等）の影響

への対応といった水産分野の様々な

課題において連携していくこととして

います。 

 ５ 令和12年度の目標とする指標 

１５ 目標１ 

（P19） 

琵琶湖漁業の漁獲量の現状値と

目標値について、種類別、あるい

は、①エビ類、②貝類、③魚類と

する目標値にしてはどうか。 

本計画では、季節や地域に応じて

様々な魚種を漁獲する琵琶湖漁業

全体の成果指標値として総漁獲量

を目標値として設定していることか

ら、原案のとおりとします。 

１６ 目標１ 

（P19） 

本計画の成果指標項目「琵琶湖

の漁獲量（外来魚除く）」と滋賀県

基本構想の成果指標項目「琵琶

湖漁業の漁獲量（㌧）」が同意で

あれば統一してはどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご指摘のとおり、「琵琶湖漁業の漁

獲量（㌧）」と「琵琶湖の漁獲量（外来

魚除く）」は同意です。このため、基

本構想の改定等のタイミングにおい

て、より分かりやすい表現となるよう

改善してまいります。 
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No. 行 意見・情報（概要） 意見・情報に関する県の考え方 

１７ 目標1８ 

（P19） 

令和12年度の醒井養鱒場の入場

者数の目標値が現状値よりも減

少している。なぜ入場者を減ら

そうとしているのか。 

現状値である令和6年度の入場者

数は、展示しているコバルトビワ

マスがSNS等で話題となり、入場者

数が大幅に増加した特異的な年で

した。目標値の考え方は、令和6年

度とコロナ禍による特異期間を除

いた5年間で、最も入場者数の多か

った令和元年の水準に回復させよ

うとするものです。 

【参考】醒井養鱒場の入場者数 

H29：42,432人 R３：33,090人 

H30：46,676人 R４：41,592人 

R元：47,100人 R５：42,766人 

R２：38,610人 R６：60,783人 

資料 「滋賀県内水面漁業振興計画」用語解説 

18 資料  

（P22）

用語解説にチャネルキャットフ

ィッシュの概要と駆除の緊急性

を追記してはどうか。 

本種が琵琶湖へ生息域を拡大した

場合には甚大な漁業被害が懸念さ

れることから、ご意見を踏まえて

用語解説に追記します。 

 

 


